
平
成
二
十
一
年
九
月
四
日

18
時
15
分
～
く
ま
も
と
県
民

交
流
会
館
パ
レ
ア
九
階
に
て

熊
管
連
主
催
・
熊
本
市
後
援

に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
問
題
法

律
講
座
が
開
催
さ
れ
た
。
テ
ー

マ
は
「
ペ
ッ
ト
や
騒
音
な
ど
、

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
・
個
人
生

活
に
密
着
す
る
ト
ラ
ブ
ル
に

管
理
組
合
の
役
割
は
ど
う
考

え
る
か
」
（
講
師

森
弁
護

士
）
。

管
理
規
約
で
禁
止
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ペ
ッ

ト
を
飼
育
し
て
い
る
よ
う
な

規
約
違
反
は
、
ど
の
マ
ン
シ
ョ

ン
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て

い
る
。
管
理
組
合
と
し
て
の

対
応
方
法
は
、
以
下
の
ス
テ
ッ

プ
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

【
第
1
段
階
】
理
事
会
か
ら

違
反
者
へ
ペ
ッ
ト
禁
止
の
通

達【
第
２
段
階
】
総
会
決
議
で

違
反
者
に
退
居
を
要
請

【
第
３
段
階
】
内
容
証
明
に

よ
る
専
有
部
分
の
使
用
禁
止

の
通
達

【
第
４
段
階
】
裁
判
所
に
所

有
権
お
よ
び
敷
地
利
用
権
の

競
売
を
請
求

違
反
者
が
賃
貸
者
の
場
合
は
、

区
分
所
有
者
に
対
し
て
賃
貸

契
約
の
解
除
を
請
求
で
き
る
。

ペ
ッ
ト
飼
育
禁
止
規
約
が
な

い
マ
ン
シ
ョ
ン
で
、
飼
育
禁

止
規
約
を
追
加
す
る
場
合
、

総
会
で
の
３
／
４
決
議
に
て

規
約
改
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
飼
育
者
は
新
規
約
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
予
防
的
対
応
方
法
】

①
規
約
の
周
知
徹
底

一
般
的
に
は
区
分
所
有
者
が

規
約
・
細
則
を
知
ら
な
い
こ

と
が
原
因
で
あ
る
。
住
民
に

対
す
る
広
報
に
よ
り
規
約
内

容
を
知
っ
て
も
ら
う
努
力
が

大
切
で
あ
る
。

②
新
規
入
居
者
へ
の
対
応

新
規
入
居
者
に
ペ
ッ
ト
禁
止

マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
掲

示
板
へ
の
表
示
や
不
動
産
会

社
へ
の
通
達
を
す
る
。
ま
た
、

管
理
員
に
ペ
ッ
ト
禁
止
で
あ

る
こ
と
を
伝
え
る
よ
う
に
指

導
す
る
。

【
管
理
組
合
の
関
わ
り
方
】

①
理
事
会
は
違
反
者
と
の
話

し
合
い
の
場
を
作
る
。

②
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
崩
さ

な
い
た
め
に
、
感
情
的
に
な

ら
ず
解
決
を
急
が
な
い
。

③
飼
育
者
達
に
は
住
民
に
迷

惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
ル
ー

ル
を
設
定
し
て
も
ら
い
守
る
。

（
飼
育
者
の
会
な
ど
を
作
る

こ
と
で
自
ら
が
解
決
方
法
を

模
索
で
き
る
よ
う
な
環
境
を

作
る
。
）

以
上
の
よ
う
な
ペ
ッ
ト
問
題

だ
け
で
な
く
、
騒
音
問
題
や

駐
車
場
問
題
な
ど
へ
の
対
処

方
法
も
同
様
で
あ
る
。

【
熊
管
連
会
員
の
事
例
】

①
ペ
ッ
ト
飼
育
違
反
者
に
対

し
て
理
事
会
が
断
固
と
し
た

対
応
を
と
り
、
実
際
に
退
居

さ
せ
た
。

②
違
反
飼
育
者
に
ペ
ッ
ト
飼

育
の
会
を
結
成
し
て
も
ら
い
、

理
事
会
と
２
年
間
に
わ
た
る

議
論
の
末
、
円
満
解
決
し
た
。

ど
ち
ら
も
理
事
会
と
飼
育
者

の
会
話
の
中
で
、
そ
の
マ
ン

シ
ョ
ン
に
合
っ
た
解
決
策
を

導
い
た
事
例
で
す
。

共
同
住
宅
共
聴
施
設
の
改
修

お
よ
び
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
へ

の
移
行
に
対
す
る
費
用
の
助

成
が
あ
り
ま
す
。
工
事
金
額

に
よ
り
違
い
が
あ
り
ま
す
の

で
具
体
的
に
は
総
務
省
テ
レ

ビ
受
信
者
支
援
セ
ン
タ
ー

（
デ
ジ
サ
ポ
）
へ
ご
連
絡
下

さ
い
。

℡
（
０
５
７
０
）
０
７
・
０
１
０
１

■
熊
管
連
法
律
セ
ミ
ナ
ー

【
日
時
】
十
月
二
日
18
時
15

分
～

【
テ
ー
マ
】
管
理
費
滞
納
者

へ
の
対
応
を
ど
う
講
じ
て
お

く
か

【
場
所
】
パ
レ
ア
九
階

■
熊
本
市
住
ま
い
づ
く
り
フ
ェ

ア【
日
時
】
十
月
四
日
10
時
～

17
時

【
場
所
】
び
ぷ
れ
す
広
場
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が
大
切

今
後
の
予
定

管理規約違反者への対応方法

地
デ
ジ
助
成

（ペット飼育・騒音問題など）


